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令和５年８月７日 Ｒ４ 

１章 基準適合性 

次頁以降の記載内容のうち， の記載事項は，前回提出からの

変更箇所を示す。 
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イ．概要 

本説明書は，変更後におけるＭＯＸ燃料加工施設の保安のための業務に

係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として，品質管理に関す

る事項に基づき，ＭＯＸ燃料加工施設の当該事業変更許可申請（以下「本

申請」という。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及び

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載す

る。 
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ロ．基本方針 

本説明書では，本申請における，「設計活動に係る品質管理の実績」及

び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項」を，

以下のとおり説明する。 

(１) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の方

法を「ハ．設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には，組織について「ハ．(イ) 本申請における設計に係る組

織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む）」に，実施する各段階につ

いて「ハ．(ロ) 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管

理の方法について「ハ．(ハ) 本申請における設計に係る品質管理の方

法」に，調達管理の方法について「ハ．(ニ) 本申請における調達管理

の方法」に，文書管理について「ハ．(ホ) 本申請における文書及び記

録の管理」に，不適合管理について「ハ．(ヘ) 本申請における不適合

管理」に記載する。 

(２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につ

いては，「ニ．その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記載

する。 

具体的には，組織について「ニ．(イ) その後の工事等の活動に係る

組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む）」に，実施する各段階に

ついて「ニ．(ロ) その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品

質管理の方法について「ニ．(ハ) その後の設計に係る品質管理の方

法」，「ニ．(ニ) 工事に係る品質管理の方法」及び「ニ．(ホ) 使用前

事業者検査の方法」に，設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」
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という。）における調達管理の方法について「ニ．(ヘ) 設工認におけ

る調達管理の方法」に，文書管理について「ニ．(ト) その後の設計，

工事等における文書及び記録の管理，識別管理及びトレーサビリティ」

に，不適合管理について「ニ．(チ) その後の不適合管理」に記載する。 

また，設工認に基づき，「加工施設の技術基準に関する規則（令和２

年原子力規制委員会規則第６号）（以下「技術基準規則」という。）」へ

の適合性を確保するために必要となる設備（以下「適合性確認対象設備」

という。）の施設管理について，「ホ．適合性確認対象設備の施設管理」

に記載する。 
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ハ．設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，核燃料物質加工事業

変更許可申請書（ＭＯＸ燃料加工施設）本文における七．加工施設の保安

のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「事

業変更許可本文七号」という。）に基づき以下のとおり実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31日

までに実施した業務は，事業変更許可本文七号に基づくものではないこと

から，令和２年３月31日までに実施した業務の実績については，本申請に

おける活動実績に応じて記載する。 

（補足説明資料1-1） 

 

(イ) 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む） 

設計及び調達は，添８第１図に示す組織に係る体制で実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31

日以前に実施した調達業務は添８第２図に示す組織に係る体制で実施し

た。 

また，設計（「(ハ) 本申請における設計に係る品質管理の方法」）及

び調達（「(ニ) 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管

する箇所を添８第１表に示す。 

添８第１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に

関する設計及び調達について，責任と権限を持つ。 

（補足説明資料1-2） 
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(１) 設計に係る組織 

設計は，添８第１表に示す主管箇所のうち，「(ハ) 本申請におけ

る設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織とし

て実施する。 

この設計に必要な資料の作成を行うため，添８第１図に示す体制を

定めて設計に係る活動を実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-2） 

(２) 調達に係る組織 

調達は，添８第１表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-2） 

(ロ) 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随す

る基本的な設計として，事業変更許可本文七号「ト．(ハ)設計開発」の

うち，必要な事項に基づき以下のとおり実施する。 

本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文七号との関

係を添８第２表に示す。 

設計を主管する箇所の長は，添８第２表に示すアウトプットに対する

審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理す

る。 

また，設計の各段階におけるレビューについては，添８第1表に示す

設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施

する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 
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（補足説明資料2-1） 

(ハ) 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，「(１) 設

計に用いる情報の明確化」，「① 申請書作成のための設計」及び「② 

設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

（補足説明資料2-2） 

(１) 設計に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計に用いる情報を明

確にする。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-3） 

(２) 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下のとおり実

施する。 

① 申請書作成のための設計 

設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設

計を実施する。 

また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書の作成に

必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達

による解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事

項を実施し品質を確保する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-3） 

（補足説明資料2-4） 
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② 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「(２) 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「(１) 設計に

用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認

した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に指示

する。 

ただし，当該設計を行った要員に当該設計の検証をさせない。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-4） 

③ 申請書の作成 

事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を主管す

る箇所の長が実施する本申請における申請書作成のための設計からの

アウトプットを基に，本申請に必要な申請書を作成する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-5） 

④ 申請書の承認 

事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請に必要

な申請書を，燃料製造安全委員会及び品質・保安会議へ付議し，審議

を受ける。 

また，事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，燃料製

造安全委員会及び品質・保安会議の審議を得た本申請における申請書

について，原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-6） 

（補足説明資料2-7） 
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（補足説明資料2-8） 

(３) 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設

計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響

を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-9） 

 

(４) 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例 

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象

となる業務のうち，令和２年３月31日までに実施した本申請における

基本設計に係る調達製品の検証については，事業変更許可本文七号に

基づく設計管理は適用しない。 

 

(ニ) 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするために，以下に示

す管理を実施する。 

(１) 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達

物品等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的

評価を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-1） 

(２) 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要な調達を行
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う場合，調達に必要な要求事項を明確にし，「ハ．(ニ)(１) 供給者

の技術的評価」で，技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

また，調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書

を提出させ審査する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-2） 

（補足説明資料3-3） 

(３) 調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステ

ムに係る活動を行うに当たって，以下に基づき業務を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

① 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，調達物品等要求事

項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

（「② 調達した役務の検証」参照） 

（補足説明資料3-4） 

② 調達した役務の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達物品等要求事項を

満たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領

及び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

（補足説明資料3-5） 

(４) 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメ

ントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための
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活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請

負会社他品質監査を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-6） 

(ホ) 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については，品質マネジメン

ト文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを適切に管

理する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-7） 

(へ) 本申請における不適合管理 

本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置

を行う。 

（補足説明資料3-8） 
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ニ．その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につい

ては，事業変更許可本文七号に基づき以下のとおり実施する。 

(イ) その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達

含む） 

その後の工事等の活動は，添８第１図に示す組織に係る体制で実施す

る。 

 

(ロ) その後の設計，工事等の各段階とその審査 

(１) 設計及び工事等のグレード分けの適用 

設計及び工事等におけるグレード分けは，ＭＯＸ燃料加工施設の安

全上の重要度に応じて行う。 

(２) 設計及び工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，

その後における設計及び工事等の各段階において，レビューを実施す

るとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計及び工事を

主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

 

(ハ) その後の設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合

性を確保するための設計を実施する。 

(１) 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要求事項を明

確にする。 
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(２) 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必要な適合性

確認対象設備を抽出する。 

(３) 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等

への適合性を確保するための設計を実施する。 

① 基本設計方針の作成（設計１） 

設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確認対象設備

に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，技術基準

規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確

にした基本設計方針を作成する。 

② 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設

計２） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対し，変更があ

った要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の

結果を用いて実施する。 

③ 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な

活動となる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につ

いて，個別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

④ 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「(３) 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「(１) 適合性

確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「(２) 各条文の対応

に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に
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対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与してい

ない上位職位の者に実施させる。 

⑤ 設工認申請書の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所

の長が実施する設計からのアウトプットを基に，設工認申請書を作成

する。 

⑥ 設工認申請書の承認 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請書を，燃

料製造安全委員会へ付議し，審議を受けた後に承認を得る。 

(４) 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となっ

た場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を

実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

(ニ) 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及びその結果

を反映した設備を導入するために必要な工事を，「(ヘ) 設工認におけ

る調達管理の方法」の管理を適用して実施する。 

(１) 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事項に適合す

るための具体的な設計（設計３）を実施し，決定した具体的な設備の

設計結果を取りまとめる。 
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(２) 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を設置するた

めの工事を実施する。 

 

(ホ) 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記

載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合し

ていることを確認するため，使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所

からの独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

(１) 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に

記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適

合していることを確認するために，以下の項目について検査を実施す

る。 

① 実設備の仕様の適合性確認 

② 品質マネジメントシステムに係る検査 

(２) 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設

工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規

則に適合していることを確認するため，使用前事業者検査を計画する。 

(３) 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事

業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管

理する。 
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(４) 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確立して実施

する。 

 

(ヘ) 設工認における調達管理の方法 

調達又は契約を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実に

するために，品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。 

(１) 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達

物品等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的

評価を実施する。 

(２) 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子

力安全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，業務の重要度に応じ

てグレード分けを行うとともに，調達に必要な要求事項を明確にし，

契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「（１）供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出

させ審査する。 

(３) 調達物品等の調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステ

ムに係る活動を行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者

の実績等を考慮し，以下に基づき業務を実施する。 

① 仕様書の作成 
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調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，調達物品等要求事

項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

（「② 調達物品等の管理」参照） 

② 調達物品等の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に

納品されるよう調達物品等が納入されるまでの間，製品に応じた必要

な管理を実施する。 

③ 調達物品等の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達物品等が調達物品等要求事項を満

たしていることを確実にするために調達物品等の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及

び調達物品等のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

(４) 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメ

ントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための

活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請

負会社他品質監査を実施する。 

 

(ト) その後の設計，工事等における文書及び記録の管理，識別管理及び 

トレーサビリティ 

その後の設計，工事等における文書及び記録については，事業変更許

可本文七号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，こ

れらを適切に管理する。 

その後の工事等の活動に係る計測器，機器，弁及び配管等については，

適切に識別管理等を実施する。 
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(チ) その後の不適合管理 

その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合について

は，適切に処置を行う。 
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ホ．適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準規

則への適合性を使用前事業者検査の結果により確認し，適合性確認対象設

備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロセスに基づきＭＯＸ

燃料加工施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施する

ことにより，適合性を維持する。 
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添８第１表 設計及び調達の実施の体制 
 

 

 

プロセス 主管箇所 

ハ．(ハ) 

本申請における

設計に係る品質

管理の方法 

設計を主管する箇所 

燃料製造事業部 

燃料製造建設所 事業変更許可に係る

官庁申請を主管する

箇所 

ハ．(ニ) 
本申請における

調達管理の方法 

調達を主管する箇所 
燃料製造事業部 

燃料製造建設所 

供給者に対する監査

を主管する箇所 

安全・品質本部 

 

燃料製造事業部 

品質保証部 
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添８第２表 本申請における設計の各段階及び調達 

（事業変更許可本文七号との関係） 

 

各段階 

事業変更許可 

本文七号の 

対応項目 

概 要 

設
計 

ハ．(ハ) 

本申請にお

ける設計に

係る品質管

理の方法 

ト．(ハ)(１) 

設計開発計画 

本申請及びこれに付随

する基本設計を実施す

るための計画 

ハ．(ハ)(１) 

設計に用い

る情報の明

確化 

ト．(ハ)(２)

設計開発に用

いる情報 

本申請及びこれに付随

する基本設計の要求事

項の明確化 

ハ．(ハ)(２)

①※ 

申請書作成

のための設

計 

ト．(ハ)(３)

設計開発の結

果に係る情報 

本申請における申請書

作成のための設計 

ハ．(ハ)(２)

② 

設計のアウ

トプットに

対する検証 

ト．(ハ)(５)

設計開発の検

証 

本申請及びこれに付随

する基本設計の妥当性

のチェック 

ハ．(ハ)(３)

※ 

設計におけ

る変更 

ト．(ハ)(７)

設計開発の変

更の管理 

設計対象の追加や変更

時の対応 

調
達 

ハ．(ニ) 

本申請にお

ける調達管

理の方法 

ト．(ニ) 

調達 

本申請に必要な設計に

係る調達管理 

 

※：「ハ．(ロ) 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている

「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 
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添８第１図 組織図 

：ＭＯＸ燃料加工施設の加工の事業に関係する部署（令和５年７月１日現在）

監 査 室

カイゼン推進室

調 達 室

働き方改革本部

品質・保安会議 安全・品質本部

品 質 保 証 課

社 長 地域・広報本部

安全・品質改革委員会 経 営 企 画 本 部

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部

再 処 理 事 業 部

技 術 本 部

燃料製造計画部

電 気 設 備 課

事 業 者 検 査 課

燃料製造事業部 品 質 保 証 部

安 全 管 理 課

教 育 課

建 設 管 理 課

保 安 管 理 課

許 認 可 業 務 課

ペレット機械課

燃料製造建設所 集 合 体 機 械 課

監 査 役 監 査 役 業 務 部

核燃料取扱主任者 計 装 設 備 課

燃料製造安全委員会 土 木 課

建 築 課

東 京 支 社
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添８第２図 令和２年３月31日以前の組織図 

    ：MOX燃料加⼯施設の加⼯の事業に関係する部署（令和２年3⽉１⽇現在）

※：保安規定の許可を得た以降は，燃料製造安全委員会に代える。

社⻑

品質保証推進会議※

燃料製造建設所

東京⽀社

埋設事業部

再処理事業部

燃料製造計画部
技術本部

燃料製造事業部 品質保証部

濃縮事業部
安全 品質改⾰委員会

監査役 監査役業務部

監査室

カイゼン推進室

働き⽅改⾰本部

安全 品質本部

地域 広報本部

業務推進本部
品質 保安会議

経営企画本部
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２章 補足説明資料 
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令和５年８月７日 Ｒ４

資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1-1 本申請における令和２年３月31日までに実施した業務について 令和5年1月30日 0

補足説明資料1-2 本申請に係る設計及び調達の体制について 令和5年8月7日 3

補足説明資料2-1
本申請における設計の各段階におけるレビューについて
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料2-2
本申請における設計に係る品質管理の方法について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年8月7日 2

補足説明資料2-3
設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料2-4
申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料2-5 申請書の作成について 令和5年8月7日 3

補足説明資料2-6 申請書の承認について（燃料製造安全委員会） 令和5年8月7日 3

補足説明資料2-7 申請書の承認について（品質・保安会議） 令和5年8月7日 3

補足説明資料2-8 申請書の承認について（稟議による承認） 令和5年8月7日 3

補足説明資料2-9
設計における変更について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年7月7日 1

補足説明資料3-1
供給者の技術的評価について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料3-2
供給者の選定について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料3-3
供給者の品質保証計画書について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料3-4
仕様書の作成について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年7月7日 1

補足説明資料3-5
調達した役務の検証について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年7月7日 1

補足説明資料3-6
請負会社他品質監査について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料3-7
文書及び記録の管理について
（標準応答スペクトルの取り入れ）

令和5年1月30日 0

補足説明資料3-8 本申請における不適合管理に係る説明 令和5年4月21日 1

ＭＯＸ燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト

加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

ＭＯＸ燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考

(1/1) 28



 

 

令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

補足説明資料１－１ 
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補足説明資料１－１ 

 

本申請における令和２年３月31日までに実施した業務について 

 

本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31日までに実

施した業務は，事業変更許可本文七号に基づくものではないことから，令和

２年３月31日までに実施した業務の実績については，本申請における活動実

績に応じて記載する。 

該当する業務について以下の表に示す。 

 

表 令和２年３月 31 日以前の組織で実施した業務 

添付書類八における 

該当項目 

実績 該当する 

補足説明資料 

ハ．(ニ)(１) 

供給者の技術的評価 

平成 28 年（2016 年）10 月 補足説明資料３－１ 

ハ．(ニ)(２) 

供給者の選定 

令和２年（2020 年）３月 補足説明資料３－２ 

ハ．(ニ)(３) 

調達管理 

令和２年（2020 年）２月 補足説明資料３－４ 
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令和５年８月７日 Ｒ３ 

 

 

 

 

 

補足説明資料１－２ 
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補足説明資料１－２ 

 

本申請に係る設計及び調達の体制について 

 

本申請における設計及び調達について，以下に示す各プロセスを主管する

箇所が責任と権限を持ち，業務を遂行した。 

設計を主管する箇所として，ＭＯＸ燃料加工施設における震源を特定せず

に策定する地震動「標準応答スペクトル」の取り入れへの対応業務（以下，

本整理資料において「「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務」と

いう。）を燃料製造建設所土木課及び建築課が実施した。 

調達を実施する箇所として，「標準応答スペクトル」の取り入れに関する

業務を燃料製造建設所土木課及び建築課が実施した。 

契約を主管する箇所として，「標準応答スペクトル」の取り入れに関する

業務を調達室が実施した。 

事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所として，本申請における申請

書作成及び承認について燃料製造建設所許認可業務課が実施した。 

供給者に対する監査を主管する箇所として，「標準応答スペクトル」の取

り入れに関する調達の供給者に対する監査について，安全・品質本部が実施

した。 

 

以上について図１「本申請における設計及び調達に係る組織」のとおり示

す。 

なお，本申請における一部の業務については，令和２年３月31日以前の組

織で実施していることから，図２「本申請における設計及び調達に係る組織

（令和２年３月31日以前）」として示す。 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－１ 
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補足説明資料２－１ 

 

本申請における設計の各段階におけるレビューについて 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計レビューは設

計の計画（補足説明資料２－２）に基づき，震源を特定せず策定する地震動

の追加に伴う燃料加工建屋の基礎地盤耐震影響評価の実施等について，設計

主管課レビュー及び設計審査委員会でのレビューを実施した。 

設計レビューの実施記録について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料２－１ 

 

 

標準応答スペクトルの取り入れ 

設計のレビュー 

【2019年10月18日 設計審査委員会 実施記録】 
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令和５年８月７日 Ｒ２ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－２ 
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補足説明資料２－２ 

 

本申請における設計に係る品質管理の方法について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計は設計の計画

を定め実施している。設計の計画には添付書類八の添８第２表に示す設計の

各段階として「ハ．(ハ)(１) 設計に用いる情報の明確化」，「ハ．(ハ) 

(２)① 申請書作成のための設計」，「ハ．(ハ)(２)② 設計のアウトプッ

トに対する検証」を記載した設計の計画を作成し，各段階の活動を管理して

いる。 

上記に示す各段階の活動内容を記載した実績について次葉のとおり添付す

る。 

 

１．設計審査委員会によるレビューについて 

本申請において，設計を主管する箇所は，調達による燃料加工建屋の

基礎地盤耐震影響評価について，調達のための設計の結果に係る情報（ア

ウトプット）に対する設計審査委員会でのレビューを実施した。 

本業務において，設計変更は発生していたが，設計に用いる情報（イ

ンプット）及び設計の結果に係る情報（アウトプット）に大きな変更がな

かったため，設計審査委員会による追加レビューは実施していない。 

変更内容が設計に用いる情報（インプット）に該当しなかった理由

は，設計の計画において示す設計としての内容が設計プロセス全体に係る

ものではなく，今回の件では解析業務を発注するための内容に限定されて

いたことである。 

設計の計画とは，本来設計としての目的に沿って必要な情報を計画と

して定める必要があり，当該設計の目的である事業変更許可申請のために

必要な設計プロセス全体を示す必要があったと考える。 

上記のような設計の計画での問題があり，設計審査委員会の運用を含

む設計レビューの必要性に至らなったことから，「設計管理要領」等の社

内規程において，設計の計画として定めるべき事項，設計レビューの対

象，時期等を明確にする必要がある。 

そのため，当社他施設との運用に差異が生じており，今後，当社他施

設との運用の整合性の観点も含めて改善を図っていく。 

 

２．事業変更許可申請書に関連する会議体について 

（１）設計審査委員会 

設計審査委員会は，土木・建築・設備及び輸送機器の設計上の重要

課題・設備改良案件等に対する設計レビュー及び品質保証標準類のう
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ち，設計管理基準及び施工管理基準の新規制定，改正及び廃止する場

合の審議を行うことを目的とする。 

 

ａ．審議事項 

・土木・建築・設備及び輸送機器の設計，製作及び据付けに係る技術

検討書等の設計レビュー 

・品質保証標準類のうち，設計管理基準及び施工管理基準の新規制定，

改正及び廃止する場合の審議 

・その他委員長が必要と認める案件 

 

（２）燃料製造安全委員会 

燃料製造安全委員会の目的及び審議事項については，「整理資料 

技術的能力に係る審査基準への適合性について」の補足説明資料１－

31に示す。 

 

（３）品質・保安会議 

品質・保安会議の目的及び審議事項については，「整理資料 技術

的能力に係る審査基準への適合性について」の補足説明資料１－２に

示す。 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－３ 
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補足説明資料２－３ 

 

設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計に用いる情報

の明確化及び申請書作成のための設計として，設計に用いる情報（インプッ

ト）及び設計の結果に係る情報（アウトプット）をまとめている。 

 

設計に用いる情報（インプット）の明確化として，設計内容に応じて以下

の要求事項を明確にする。 

① 機能及び性能に係る要求事項 

② 従前の類似した設計から得られた情報であって，当該設計に用いる情

報（インプット）として適用可能なもの 

③ 関係法令 

④ その他設計に必要な要求事項 

 

設計に用いる情報（インプット）を基に設計検討を進め，設計の結果に係

る情報（アウトプット）を記載する。設計の結果に係る情報（アウトプッ

ト）は以下に適合した状態となるようまとめる。 

① 設計に係る個別業務等要求事項に適合するものであること 

② 調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供す

るものであること 

③ 合否判定基準を含むものであること 

④ 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が

明確であること 

 

上記のとおり設計に用いる情報の明確化及び設計の結果に係る情報（アウ

トプット）の実績について次葉のとおり添付する。 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－４ 
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補足説明資料２－４ 

 

申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る申請書作成のため

の設計として，「調達による解析」を実施している。 

設計のアウトプットが設計に用いる情報の明確化の要求事項を満たしてい

ることの検証を実施している。 

実績について補足説明資料２－３のとおり。 
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令和５年８月７日 Ｒ３ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－５ 
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補足説明資料２－５ 

 

申請書の作成について 

 

本申請に必要な申請書の作成は設計を主管する箇所が作成した設計活動の

アウトプットを基に事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所が実施す

る。 

上記の作業手順に関する規定として「燃料製造事業部 核燃料物質加工事

業変更許可申請書（ＭＯＸ燃料加工施設）作成マニュアル」を定めている。 

設計を主管する箇所が作成する設計活動のアウトプットを申請書案として

取りまとめ，要求事項との適合性をレビューしている。その後，事業変更許

可に係る官庁申請を主管する箇所が，上記の設計活動のアウトプットを取り

まとめ，申請書の全体的な体裁チェックを実施した後，申請書の承認プロセ

スへ進む（補足説明資料２－６，２－７，２－８）。 

 

当該規定及び申請書の全体的な体裁チェックの実績の例示を次葉のとおり

添付する。 
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令和５年８月７日 Ｒ３ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－６ 
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補足説明資料２－６ 

 

申請書の承認について(燃料製造安全委員会) 

 

本申請に必要な申請書の承認に先立ち，事業変更許可に係る官庁申請を主

管する箇所は燃料製造安全委員会へ付議し，保安上の妥当性について審議を

受けた。 

付議の実績について次葉のとおり添付する。 
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社外秘 保安管理課 20230626 1 

別紙―１ 

 

2023年度 第3回 燃料製造安全委員会 議事メモ 

 

 

１．日時 2023 年 6 月 26 日（月）11：00～11：30 

２．場所 MOX 建設事務所 M-1A 会議室 

３．出席者 

【委員長】 品質保証部長（委員長代理） 

【委 員】 建設所副所長、 部長、 課長（ 副事業部長代理）、 核燃料取扱

主任者 

     （欠席： 建設所長、 燃料製造計画部長、 部長） 

【出席者】（燃料製造事業部） 部長 

（許認可業務課） 主任、 担当 

（計画 G） 担当 

（品質保証課） 課長 

【事務局】（保安管理課） TL、 （記） 

 

４．議題 

議題1：「標準応答スペクトル」の規制への取り入れ等に係る加工事業変更許可申請書（MOX

燃料加工施設）の一部補正について（追加審議）（許認可業務課） 

 

５．審議・報告結果 

議題1：承認 

 

６．議事要旨 

議題1：「標準応答スペクトル」の規制への取り入れ等に係る加工事業変更許可申請（MOX燃

料加工施設）の一部補正について（追加審議）（許認可業務課） 

（敬称略） 

：６月２９日に補正を実施すると、7 月１日からの社内人事異動直前となるが良

いのか。 

：７月１日からの人事異動は既に内示が出ているが、その情報と合わせないのか。 

：申請日時点での体制で申請するものであるため問題はない。 

：２日後には体制が変わってしまうが。 

：規制庁から７月に補正すべきとの見解が示される可能性はないのか。 

：規制庁と調整する中では本来もっと前に提出するよう言われており、準備が出来たら

すぐに提出するとお話ししていたのが今の状況である。提出した日の体制で記載する

のが正しいため現時点の体制で記載し、補正書を提出させていただく。 

：7月に補正となったらどうするのか。 

：６月２９日に補正書を提出してそのまま許可をいただければ、書類を変更する必要は

ない。あくまで申請した日の体制を記載する。何かしらの要因で、補正申請そのもの

が 7月以降になった場合は、その日の体制に書き直す必要がある。 
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社外秘 保安管理課 20230626 2 

：２９日の申請では体制は見直さず、次に提出するとなったら更新すれば良いというこ

とか。 

：そのとおりである。 

：変更許可取得にあたり、7 月以降にもう一度再補正となると、体制の記載を更新する

必要があるという認識。 

 

：技術者については、ここに記載されている人たちは保安の組織にエントリしている人

だと思うが、「技術者」と言っている中で、調達室のような保安の組織ではあるが事

務的な業務を実施している部署を記載するのには違和感がある。そこまでこだわるよ

うな話ではないがその点はどのように考えているのか。 

：例えば、調達室が実施している人工の積算も、調達上の設計と言える。また、過去に

東京電力の柏崎刈羽原子力発電所で、事務系の方が所長になったこともある。だから

と言ってその方を技術者と呼ばないということは無い。日本原燃もそういったことが

今後有り得る。そういったことから監査室、調達室の方々も技術者として記載しても

問題ないと考える。 

：添付書類二は電気や機械原子力など専攻別の各人数や国家資格の所有者数研修機関で

研修した研修生の数など技術者情報を記載している。それを考えると純粋に技術的な

ことをよく知っている人や、技術力がある人の代表者の紹介の意味もあるのかなと思

っていた。確かに先ほど話していたとおり、事務系の方が任命されたら除外するのか

という話にもなる。 

：保安の組織として体制図を記載していて、その中に調達や監査の人も入っている。そ

の人たちはきちんと保安教育を受けて設備等の知識を身に着けて業務にあたっている

ため技術者に含めて良いと考える。 

：事務屋、技術屋を区別しているのは会社の内部の話であって、外から見たら同じ技術

者である。 

 

：「添付―３ 主たる技術者の履歴の記載の考え方」について、執行役員は部長以上の

略歴を記載するとあるが、出向元から記載するのか。 

：そうである。例えば増田社長執行役員や仙藤副社長執行役員も東京電力や関西電力の

当時の部長以上の職歴から記載している。 

：藤田さん等の執行役員の記載を見ると、チーフマネージャーの記載が有るものと無い

ものがある。違いは何か。また、前回安全委員会時点の資料の同項目を見ると、チー

フマネージャーを記載しているが、今回記載されていないものもある。 

：HP に掲載されている略歴をベースに作成している。HP 上でそれ以上情報が

公開されていないということは確認しており、再処理と統一を図って今回修正

した。 

：HP に掲載されているのは増田社長執行役員、仙藤副社長執行役員、大柿専務執行役

の３人のみか。 

：新任する際や、今後理事になる方の紹介時に掲載されており、その情報を持ってきて

いる。 

：記載している略歴は他事業部とトーンが合っているということで良いか。 

：良い。 
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社外秘 保安管理課 20230626 3 

 

：「履歴」について、記載量が多い方と少ない方が見受けられるが、内容を見ると、兼

務に係る履歴まで逐一記載されており、これは記載するまたは記載しないということ

を決めようとするとその基準をどのように決めるかという議論が生じるため、辞令が

出たものは記載するとの認識でいいか。人によって履歴の多い少ないがあり、バラン

スが悪く見えるが、仕方がないのか。 

：仰るとおり、できるだけ例外を作らないということが今回のルール化にあたり一番苦

労したところであったと考えている。ある方が、当時、たくさん兼務が付き、行が多

くなったとしても、それはその方の履歴として記載することにしている。 

：世間一般的に見られた際に、こういう人なのかと思ってもらえれば良く、審査に影響

を与えるものではない。 

：そのとおりである。添付書類二の考え方は、稟議決裁時の社長へのご説明時と同様、

記載内容に決まりはなく、どの人が記載されていないから許可しない、という性質の

ものではないが、結果的に３事業で調整するとご説明したため、本日の再審議とさせ

て頂いた。 

 

以 上 
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令和５年８月７日 Ｒ３ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－７ 
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補足説明資料２－７ 

 

申請書の承認について(品質・保安会議) 

 

本申請に必要な申請書の承認に先立ち，事業変更許可に係る官庁申請を主

管する箇所は品質・保安会議へ付議し，変更申請における保安に係る方針を

全社的観点から審議を受けた。 

付議の実績について次葉のとおり添付する。 

令和５年８月２日付け 2023 燃建発第３号により一部補正した内容は，軽

微な変更であり，他の事業に影響を与える要求事項の変更ではないため，審

議対象外とした。 
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令和５年８月７日 Ｒ３ 

補足説明資料２－８ 
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補足説明資料２－８ 

 

申請書の承認について(稟議による承認) 

 

本申請に必要な申請書の承認について，事業変更許可に係る官庁申請を主

管する箇所は稟議により承認を得た。 

承認の実績について次葉のとおり添付する。 
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令和５年７月７日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－９ 
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補足説明資料２－９ 

設計における変更について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計について，設

計を主管する箇所では，以下のとおり設計の変更を実施している。 

日付 設計の計画 

2019年10月４日 新規制定 

2020年２月４日 改正１ 

設計検証（仕様書の検証）

期間実績を反映 

2021年11月18日 改正２ 

業務実施期間変更の契約変

更を行うため，受注者設計

段階の期間変更を反映 

2022年10月３日 改正３ 

業務実施期間変更の契約変

更を行うため，受注者設計

段階の期間を反映。第１回

検収分の設計検証等の実績

を反映 
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補足説明資料２－９ 

 

 

標準応答スペクトルの取り入れ 

設計の計画 

【改正３版（最新）】 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－１ 
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補足説明資料３－１ 

 

供給者の技術的評価について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について，調

達を主管する箇所は技術的評価を実施した。 

 

技術的評価においては，「燃料製造事業部 調達管理要領」に基づき以下

の基準について審査が行われた。 

① 技術的能力： 

過去の納入実績等から信頼性のある製品・役務を供給できる能力が

あると判断できること 

② 品質マネジメントシステム： 

品質マネジメントシステムが整備されていること，又はISO9001を 

取得していること 

③ 経営状況： 

経営的に安定していること 

 

実績について次葉のとおり添付する。 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

補足説明資料３－２ 
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補足説明資料３－２ 

 

供給者の選定について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について，調

達を主管する箇所は技術的評価において評価した供給者を選定した。 

 

供給者との契約に係る業務は社内業務システムである資材契約管理システ

ムにて実施しており，契約決定までの業務の流れとして下記の順で実施し

た。 

① 契約請求 ※仕様書を添付（調達を主管する箇所） 

② 見積依頼先選定（契約箇所：資材部） 

③ 見積受領・価格交渉（契約箇所：資材部） 

④ 契約決定（契約箇所：資材部） 

 

上記の①において，調達を主管する箇所が契約請求を行うにあたり，供給

者の候補先に対し技術的評価（補足説明資料３－１）を実施した上で取引先

推薦を行い供給者の選定が行われる。 

 

実績について次葉のとおり添付する。 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

補足説明資料３－３ 

118



 

 

補足説明資料３－３ 

 

供給者の品質保証計画書について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について，調

達を主管する箇所は供給者から提出される品質保証計画書を確認した。 

 

供給者が提出する品質保証計画書は，以下の要求事項を満足する内容であ

ることが求められる。（2020年６月当時） 

① 原子力安全のためのマネジメントシステム規程（JEAC4111-2013）の適

用指針-JEAG4121-2015〔2018年追補版〕（品質マネジメントシステム

に関する標準品質保証仕様書）への準拠 

② JEAC4111以外のISO9000シリーズ等の規格を適用している場合は次に示

す事項を反映すること 

・品質マネジメントシステム運用の目的に，当社原子力施設の安全を

維持・強化する旨を掲げること 

・当社の管理要求を下回らないよう，グレード分けの基準及び管理の

程度を示すこと 

・安全文化を育成，維持するための活動の実施 

・検査は，製造部門から独立した部門の検査員等に実施させること 

・内部監査を実施すること 

・原子力の安全に関する教育を実施すること 

・その他（品質記録等，外注先等でのホールドポイント，識別とトレ

ーサビリティ，試験・検査の条件と判定基準の明確化等） 

 

実績について次葉のとおり添付する。 
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令和５年７月７日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－４ 
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補足説明資料３－４ 

仕様書の作成について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について，調

達を主管する箇所は仕様書を作成し，稟議で承認した。 

実績として下表のとおり示す。 

決裁日 件名 
該当する 

補足説明資料 

2020年２月28日 「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る

燃料加工建屋の基礎地盤耐震影響評価業務の実

施について」 

補足説明資料

３－４－１

2021年２月９日 「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る

燃料加工建屋の基礎地盤耐震影響評価業務の変

更（第１回契約変更・仕様）について」 

補足説明資料

３－４－２ 

2021年12月１日 「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る

燃料加工建屋の基礎地盤耐震影響評価業務の変

更（第２回契約変更・期間）について」 

補足説明資料

３－４－３ 

2022年10月13日 「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る

燃料加工建屋の基礎地盤耐震影響評価業務の変

更（第３回契約変更・期間）について」 

補足説明資料

３－４－４ 
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補足説明資料３－４－１ 

 

 

委託技術仕様書 

「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る燃料加工建屋

の基礎地盤耐震影響評価業務の実施について」 
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補足説明資料３－４－２ 

 

 

委託技術仕様書 

「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る燃料加工建屋

の基礎地盤耐震影響評価業務の変更 

（第１回契約変更・仕様）について」 

 

  

128







131





 

 

補足説明資料３－４－３ 

 

 

委託技術仕様書 

「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る燃料加工建屋

の基礎地盤耐震影響評価業務の変更 

（第２回契約変更・期間）について」 
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補足説明資料３－４－４ 

 

 

委託技術仕様書 

「震源を特定せず策定する地震動の追加に係る燃料加工建屋

の基礎地盤耐震影響評価業務の変更 

（第３回契約変更・期間）について」 

 

  

139







142







 

 

 

令和５年７月７日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－５ 
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補足説明資料３－５ 

 

調達した役務の検証について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について，調

達を主管する箇所は調達した役務が調達物品等要求事項を満たしていること

を確認するため，仕様書で提出を要求した業務報告書に対し調達した役務の

検証を実施した。 

実績として次葉のとおり添付する。 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－６ 
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補足説明資料３－６ 

 

請負会社他品質監査について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について，供

給者に対する監査を主管する箇所は供給者に対し品質監査を実施した。 

 

供給者の調達の重要度に応じて，定期的に供給者における品質マネジメン

トシステムの構築，運営状況等を確認・評価するために実施する。 

 

本件，品質監査の結果として，当該供給者の品質マネジメントシステムの

構築及び運営状況について不適合は確認されなかった。 

品質監査の実績について次葉のとおり添付する。 
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令和５年１月 30 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－７ 
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補足説明資料３－７ 

 

文書及び記録の管理について 

（標準応答スペクトルの取り入れ） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計について，設

計を主管する箇所は文書及び品質記録をファイリングした上で執務室内のキ

ャビネットもしくは資料センターで保管管理を実施している。 

記録の保存期間については「燃料製造事業部 設計管理要領」に基づき，

「永年」として保管管理している。 

ファイリングの実績として，ファイル背表紙を次葉のとおり添付する。 
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令和５年４月 21 日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－８ 
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補足説明資料３－８ 

 

本申請における不適合管理に係る説明 

 

「ハ．(ヘ) 本申請における不適合管理」について，「標準応答スペクト

ル」の取り入れに関する業務においては，不適合は発生していない。 
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